
徳
島
県
流
域
下
水
道
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
流
域
下
水
道
設
置
条
例
（
平
成
二
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

徳
島
県
流
域
下
水
道
条
例

本
則
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
三
条

知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下

「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。）
に
流
域
下
水
道
の
管
理
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
前
項
に
規
定
す
る
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を

命
じ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
又
は
停
止
に
よ
り
指
定
管
理
者
が
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
業
務
は
、
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
）

第
四
条

指
定
管
理
者
は
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

流
域
下
水
道
の
終
末
処
理
場
の
運
転
に
関
す
る
業
務

二

流
域
下
水
道
の
施
設
等
の
維
持
管
理
（
知
事
が
指
定
す
る
補
修
等
を
除
く
。）
に
関
す
る
業
務

三

そ
の
他
流
域
下
水
道
の
管
理
に
関
し
知
事
が
必
要
と
認
め
る
業
務

（
管
理
の
基
準
）

第
五
十
一
号

徳
島
県
流
域
下
水
道
設
置
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

徳
島
県
流
域
下
水
道
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

初
校

第
五
十
一
号

徳
島
県
流
域
下
水
道
設
置
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
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案



第
五
条

指
定
管
理
者
は
、
関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
並
び
に
知
事
が
別
に
定
め
る
管
理
の
基
準
に
従
っ
て
、
管
理
の
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

流
域
下
水
道
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
、
そ
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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